
JP 6733293 B2 2020.7.29

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に搭載して用いられる情報処理装置（２９）であって、
　前記車両の自動運転を実行する自動運転制御部（４１）と、
　前記自動運転制御部により前記自動運転が実行されており、かつ、継続して前記自動運
転が可能であるときに、前記自動運転の少なくとも一部を停止して前記車両の運転者によ
る運転に切り換える練習を前記運転者に行わせる制御である権限移譲練習制御を実行する
練習制御部（４５）と、
　前記権限移譲練習制御を実行するか否かを判定する練習判定部（４４）と、
　前記練習の習熟の度合である習熟度を取得する習熟度取得部（４３）と、を備え、
　前記練習判定部は、前記権限移譲練習制御による前記自動運転の少なくとも一部の停止
を開始する前に、前記習熟度取得部により取得された前記習熟度を参照し、少なくとも参
照した前記習熟度に基づいて、前記権限移譲練習制御を実行するか否かを判定し、
　前記練習制御部は、前記練習判定部により前記権限移譲練習制御を実行すると判定され
たときに、前記権限移譲練習制御を実行する、情報処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の情報処理装置であって、
　さらに、前記車両が前記権限移譲練習制御の実行に適した状況にあるか否かを判定する
状況判定部（４２）を備え、
　前記練習判定部は、前記状況判定部により前記権限移譲練習制御の実行に適した状況で
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あると判定されていることを少なくとも１つの条件として前記権限移譲練習制御を実行す
ると判定する、情報処理装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の情報処理装置であって、
　さらに、前記車両の運転者が行う動作であって当該車両の運転以外の動作である所定動
作を検出する動作検出部（４９）を備え、
　前記練習判定部は、前記動作検出部により前記運転者が前記所定動作を行っていること
が検出されたことを少なくとも１つの条件として前記権限移譲練習制御を実行すると判定
する、情報処理装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の情報処理装置であって、
　さらに、画像を表示可能に構成された表示装置（２８）に、前記習熟度を表示させる表
示制御部（４６ｃ）を備える、情報処理装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の情報処理装置であって、
　さらに、前記車両の搭乗者による入力操作を受けて前記習熟度を変更する変更部（４８
）を備える、情報処理装置。
【請求項６】
　車両に搭載して用いられる情報処理装置（２９）であって、
　前記車両の自動運転を実行する自動運転制御部（４１）と、
　前記自動運転制御部により前記自動運転が実行されているときに、前記自動運転の少な
くとも一部を停止して前記車両の運転者による運転に切り換える練習を前記運転者に行わ
せる制御である権限移譲練習制御を実行する練習制御部（４５）と、
　前記車両の搭乗者に対して情報を通知可能に構成された通知装置（２７、２８）に、前
記権限移譲練習制御以外の理由により前記自動運転制御部による自動運転が終了すること
の通知である終了通知を実行させる終了通知部（４６ｂ）と、
　前記権限移譲練習制御が開始されてから前記運転者による運転操作が検出されるまでの
権限移譲時間を、情報を記憶可能な記憶領域を構成する記憶装置（３２）に記憶させる記
憶制御部（４７）と、を備え、
　前記終了通知部は、前記記憶領域に記憶された前記権限移譲時間が長いほど又は前記権
限移譲時間の分散が大きいほど早いタイミングにて、前記終了通知を実行する、情報処理
装置。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の情報処理装置であって、
　さらに、前記車両の搭乗者に対して情報を通知可能に構成された通知装置（２７、２８
）に、少なくとも、前記権限移譲練習制御を開始することの通知である開始通知、及び、
前記権限移譲練習制御の実行中であることの通知である実行通知、のうちの少なくともい
ずれか一方の通知を実行させる実行通知部（４６ａ）を備える、情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の自動運転を実行する情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動運転と、運転者による操作が必要な手動運転と、を走行中に切り換えることができ
る運転制御システム、すなわち権限移譲が可能な運転システムに関して、特許文献１では
、手動運転からスムーズに自動運転に切り換えるために、システムによる介入の強度を段
階的に上昇させる技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】特表２０１０－５０１３９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　手動運転から自動運転に切り換える場面は、運転者が運転操作を行っている状況で起こ
りうるものであるから、運転者は落ち着いてその切り換えに対応することができる。一方
で、自動運転から手動運転に切り換える場合には、迅速な対応が求められる場合や、運転
者にその準備ができていない場合などがある。そのため、その切り換えに慣れていない運
転者は、切り換えの操作に不安を感じたり、操作時に焦りを生じたりしてしまい、スムー
ズな切り換えの障害となってしまう可能性がある。
【０００５】
　本発明は、自動運転から運転者による運転操作への切り換えに対する慣れを図る技術を
提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の第１の態様は、車両に搭載される情報処理装置（２９）であって、自動運転制
御部（４１）と、練習制御部（４５）と、を備える。
　自動運転制御部は、車両の自動運転を実行する。練習制御部は、自動運転制御部により
自動運転が実行されているときに、自動運転の少なくとも一部を停止して車両の運転者に
よる運転に切り換える練習を運転者に行わせる制御である権限移譲練習制御を実行する。
【０００７】
　このような構成によれば、自動運転から運転者による運転操作への切り換えの練習が実
行されることにより、運転者の上述した切り換えに対する慣れを促進することができる。
よって、自動運転を停止するときに安全かつスムーズに運転者による運転操作に切り換え
ることができる。
【０００８】
　なお、この欄及び特許請求の範囲に記載した括弧内の符号は、一つの態様として後述す
る実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものであって、本発明の技術的範囲を
限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】運転制御システムの構成を示すブロック図である。
【図２】表示機に表示される習熟度の例を説明する図である。
【図３】第１実施形態のメイン処理のフローチャートである。
【図４】権限移譲練習処理のフローチャートである。
【図５】権限移譲練習を開始することを通知する通知画像の例を示す説明図である。
【図６】権限移譲練習の実行中であることを通知する通知画像の例を示す説明図である。
【図７】練習終了処理のフローチャートである。
【図８】自動運転の開始をさせるための案内を行う通知画像の例を示す説明図である。
【図９】自動運転終了処理のフローチャートである。
【図１０】第２実施形態のメイン処理のフローチャートである。
【図１１】権限移譲練習実行判定処理のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照しながら、発明を実施するための形態を説明する。
　［１．第１実施形態］
　［１－１．構成］
　運転制御システム１は、自動車等の車両に搭載されて用いられ、車両の自動運転を実現
するシステムである。以下の説明で用いる自動運転とは、特に説明する場合を除き、車速
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制御、制動制御、操舵制御などの運転制御を自動で行い、運転者の操作を必要とせずに航
行可能である運転制御を意味する。
【００１１】
　この運転制御システム１は、自動運転から運転者に運転操作を切り換えること、及び運
転者による運転操作から自動運転に切り換えることができる。以下では、このような運転
主体の切り換えを、運転の権限の移譲、または権限移譲と記載する。
【００１２】
　図１に示されるように、運転制御システム１は、カメラ１１、ミリ波レーダー１２、レ
ーザーレーダー１３、路車間通信機１４、車車間通信機１５、車両運動センサ群１６、操
作状態検出センサ群１７、ドライバ状態センサ群１８、地図情報データベース１９、駆動
制御システム２０、制動制御システム２１、操舵制御システム２２、アクセルペダル２３
ａ、ブレーキペダル２３ｂ、ハンドル２４、シート２５、エアコン２６、オーディオ２７
、表示機２８、自動運転制御ＥＣＵ２９を備える。
【００１３】
　カメラ１１は、車両の外部を撮像する撮像装置であって、例えば公知のＣＣＤイメージ
センサやＣＭＯＳイメージセンサなどを用いることができる。
　ミリ波レーダー１２及びレーザーレーダー１３は、車両の周囲に存在する物体を検出す
るセンサである。
【００１４】
　路車間通信機１４は、道路に設置された情報送信装置と無線通信を行う。情報送信装置
からは交通情報などが送信される。
　車車間通信機１５は、周囲の車両に搭載された車載装置と無線通信を行う。車載装置か
らは、その車載装置が搭載された車両の走行に関する情報や、その車両が取得した車両外
部の情報などが送信される。また車車間通信機１５は、同様の情報をそれらの車載装置に
送信する。
【００１５】
　なお、上述したカメラ１１、ミリ波レーダー１２、レーザーレーダー１３、路車間通信
機１４、車車間通信機１５が、車両の外部の情報を取得する情報取得部として機能する。
情報取得部により取得された車両の外部の情報は、以降、単に周辺環境情報とも記載する
。
【００１６】
　車両運動センサ群１６は、ヨーレートセンサ、加速度センサなどの車両の動作状態に応
じた出力を行う複数のセンサを含む。
　操作状態検出センサ群１７は、運転者による運転操作の状態を検出する複数のセンサを
含む。具体的には、アクセルペダル２３ａやブレーキペダル２３ｂの操作量を検出するセ
ンサ、ハンドル２４に対する接触や操作角度を検出するセンサ、運転者を撮影するカメラ
、運転者によるスイッチ操作を検出するセンサなどを有する。
【００１７】
　ドライバ状態センサ群１８は、運転操作以外の運転者の状態に応じた出力を行う複数の
センサを含む。具体的には、運転者の頭、体、腕、足などの各部位の位置、動作、運転者
の健康状態、運転者の覚醒状態、視線などを検出するセンサを含む。
【００１８】
　地図情報データベース１９は、道路の位置や車線の情報などを示す道路データ、交差点
や踏切等の位置を示す位置データ、施設の分類及び位置情報、及び地図表示に必要な各種
データを含む地図データを有している。
【００１９】
　駆動制御システム２０は、エンジンやモーター等の発動機であって車両を推進する動力
発生装置と、回転速度とトルクの変換を行い動力を伝達する変速機と、自動運転制御ＥＣ
Ｕ２９の指令に応じてそれらを制御する制御装置と、を有しており、車両の走行速度、加
速、減速が調整される。
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【００２０】
　制動制御システム２１は、ブレーキを駆動させるアクチュエータと、自動運転制御ＥＣ
Ｕ２９の指令に応じてそのアクチュエータの動作を制御する制御装置と、を有しており、
車両の制動を制御する。
【００２１】
　操舵制御システム２２は、車両のタイヤの切れ角を制御するアクチュエータと、自動運
転制御ＥＣＵ２９の指令に応じてそのアクチュエータの動作を制御する制御装置と、を有
しており、車両の操舵を制御する。
【００２２】
　アクセルペダル２３ａは、運転者がアクセルを操作する際に踏むペダルである。
　ブレーキペダル２３ｂは、運転者がブレーキを操作する際に踏むペダルである。
　ハンドル２４は、所謂バイワイヤ技術を採用しており、運転の権限が運転者にあるとき
には運転者の操作に応じて操舵制御システム２２の上述したアクチュエータを駆動させる
一方、自動運転のときには運転者が操作しても操舵に影響を与えない。なお、このハンド
ル２４にはアクチュエータが備えられており、権限を移譲するときには自動運転制御ＥＣ
Ｕ２９の指令に応じてハンドル２４が自動的に動作する。
【００２３】
　なお、ハンドル２４はバイワイヤ技術を用いたものではなく、ハンドル２４の回転に応
じてタイヤの切れ角が変化するように機械的に連結されたものであってもよい。また特に
このような構成において、運転者の操舵負荷を軽減するためのトルクをハンドル２４のシ
ャフトに加えるモーターなどのアクチュエータを、自動運転制御ＥＣＵ２９の指令に応じ
てハンドル２４を動作させるアクチュエータとして用いてもよい。
【００２４】
　シート２５は、運転者が着席するシートであって、ドライバ状態センサ群１８の一部が
取り付けられている。
　エアコン２６は、車室内の温度を調整する。
【００２５】
　オーディオ２７は、音を出力する装置であって、音楽を再生することができ、また、自
動運転制御ＥＣＵ２９の指令に応じて警告や通知を実行することができる。警告や通知は
、その具体的な内容を示す音声や、その内容に応じて予め設定されたメロディやビープ音
などを出力することにより実現することができる。
【００２６】
　表示機２８は、画像を表示可能な液晶などの表示画面を有する装置であって、自動運転
制御ＥＣＵ２９の指令に応じて画像を表示する。これらオーディオ２７及び表示機２８が
、通知装置に相当する。また表示機２８が表示装置に相当する。
【００２７】
　自動運転制御ＥＣＵ２９は、ＣＰＵ３１と、ＲＡＭ、ＲＯＭ、フラッシュメモリ等の半
導体メモリ（以下、メモリ３２）と、を有する周知のマイクロコンピュータを中心に構成
される。自動運転制御ＥＣＵ２９の各種機能は、ＣＰＵ３１が非遷移的実体的記録媒体に
格納されたプログラムを実行することにより実現される。この例では、メモリ３２が、プ
ログラムを格納した非遷移的実体的記録媒体に該当する。また、このプログラムの実行に
より、プログラムに対応する方法が実行される。なお、自動運転制御ＥＣＵ２９を構成す
るマイクロコンピュータの数は１つでも複数でもよい。
【００２８】
　自動運転制御ＥＣＵ２９は、ＣＰＵ３１がプログラムを実行することで実現される機能
の構成として、自動運転制御部４１と、状況判定部４２と、習熟度取得部４３と、練習判
定部４４と、練習制御部４５と、通知制御部４６と、記憶制御部４７と、変更部４８と、
動作検出部４９と、を備える。自動運転制御ＥＣＵ２９を構成するこれらの要素を実現す
る手法はソフトウェアに限るものではなく、その一部又は全部の要素を、論理回路やアナ
ログ回路等を組み合わせたハードウェアを用いて実現してもよい。
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【００２９】
　自動運転制御部４１は、車両の自動運転を実行する。この自動運転制御部４１は、走行
内容決定部４１ａ、自動運転可否判断部４１ｂ、権限移譲判断部４１ｃ、走行制御部４１
ｄを有する。
【００３０】
　走行内容決定部４１ａは、自動運転に関する制御の目標、即ち、どのように車両を走行
させるかを決定する。この走行内容決定部４１ａは、ナビゲーションシステムの機能を有
しており、図示しないＧＰＳ受信機や地図情報データベース１９の情報を用いて走行経路
を決定する。また走行内容決定部４１ａは、上述した周辺環境情報などに基づいて、走行
速度や走行レーンなどを決定する。
【００３１】
　自動運転可否判断部４１ｂは、自動運転が可能であるか否かを判断するとともに、可能
ではない理由が以下の（ｉ）～（ｉｉｉ）のいずれのケースであるかを判断する。
（ｉ）徐々に自動運転の継続が難しくなるケース。例えば、悪天候であり、周辺環境情報
を取得するためのセンサの認識精度が低下するときが挙げられる。
（ｉｉ）自動運転区間が終了するケース。言い換えると、自動運転を終了する地点が予め
取得されており、その地点に到達するケース。例えば、運転者が設定した目的地が接近し
たり、予め自動運転ができない区間として定められている区間に進入したりする場合が挙
げられる。
（ｉｉｉ）直ちに自動運転を終了するケース。例えば、センサやアクチュエータが故障し
た場合、事故などに起因する突発的な渋滞が発生した場合、道路データにより取得される
道路と、周辺環境情報に示される道路とが相違する場合、などが挙げられる。
【００３２】
　自動運転可否判断部４１ｂにより判断されるパターンが（ｉ）～（ｉｉｉ）のいずれの
パターンであるかによって、自動運転の停止の手順が相違する。具体的な自動運転の停止
の処理の詳細は後述する。
【００３３】
　権限移譲判断部４１ｃは、自動運転から手動運転に権限移譲を行う前に、運転者が運転
操作を可能な状態である運転可能状態か否かを判定する。運転操作を可能な状態とは、例
えば、運転者がハンドル２４の操作を行っていること、運転者がアクセルペダル２３ａや
ブレーキペダル２３ｂの操作を行っていること、運転者が正しい運転姿勢であること、運
転者が所定のスイッチ操作を行っていること、の４つの要件のうち、１つ以上を満たした
状態をとすることができるが、これらに限定されない。
【００３４】
　走行制御部４１ｄは、走行内容決定部４１ａにて決定された自動運転に関する制御の目
標に基づき、駆動制御システム２０、制動制御システム２１、操舵制御システム２２を制
御する。
【００３５】
　状況判定部４２は、上述した周辺環境情報に基づいて、権限移譲練習に適した状況であ
るか否かを判定する。権限移譲練習とは、走行制御部４１ｄによる制御により自動運転が
実行されており、かつ、自動運転可否判断部４１ｂにより自動運転が可能であると判断さ
れているときに、自動運転の少なくとも一部を停止して運転権限を運転者に移譲すること
の練習である。権限移譲練習に適した状況と判断される基準は、当該車両の周辺に車両が
存在せず、かつ、一定速度での運転が一定時間継続すると予想されることである。なお、
この判断基準は上記の内容に限定されず、様々な条件に設定することができる。例えば、
天候、時刻、同乗者の有無、運転を継続している時間、などを条件としてもよい。
【００３６】
　習熟度取得部４３は、権限移譲練習の習熟の度合である習熟度を取得する。習熟度は、
運転者が権限移譲練習を行うことにより加算或いは減算される値である。習熟度の具体的
な算出方法は、後述する権限移譲練習処理にて説明する。
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【００３７】
　図２に、表示機２８に表示される習熟度を示す画像の一例を示す。習熟度は、アクセル
、ブレーキ、ハンドルとして表示される項目ごとに、一例として、０から１００の間のパ
ラメータで表示される。アクセルのパラメータは、権限移譲におけるアクセルペダル２３
ａの操作に関する習熟度を示す。ブレーキのパラメータは、権限移譲におけるブレーキペ
ダル２３ｂの操作に関する習熟度を示す。ハンドルのパラメータは、権限移譲におけるハ
ンドル２４の操作に関する習熟度を示す。以下の説明において、項目とは、上述した権限
移譲練習やその習熟度に関するアクセル、ブレーキ、ハンドルの区別を意味する。なお、
上述したパラメータは０から１００に限定されることはなく、例えば０から１であっても
よいし、低、中、高などの数値以外の段階で示されるものであってもよい。
【００３８】
　練習判定部４４は、状況判定部４２による判定結果と習熟度取得部４３により取得され
た習熟度とに基づいて、権限移譲練習を運転者に行わせる制御である権限移譲練習制御を
実行するかを判定する。
【００３９】
　権限移譲練習制御を実行するか否かは、習熟度に応じて判断される。本実施形態では、
習熟度が１００であれば権限移譲練習制御は行われないが、習熟度が１００でなければ権
限移譲練習制御が実行される。なお、権限移譲練習制御を実行するか否かの判断の閾値と
なる習熟度の値は１００に限らず、任意の値に設定できる。また習熟度に応じて、権限移
譲練習制御を実行する頻度を変更してもよい。例えば、習熟度が低いほど権限移譲練習制
御の頻度が高く、習熟度が高いほど頻度が低くなるように設定することができる。また習
熟度に基づいて、状況判定部４２にて権限移譲練習制御に適した状況と判断するための周
辺環境情報の条件を変更してもよい。
【００４０】
　練習判定部４４は、権限移譲練習に適した状況であり、習熟度が１００でない項目があ
るならば、権限移譲練習制御を実行すると判定する。
　練習制御部４５は、練習判定部４４により権限移譲練習制御を実行すると判定されたと
きに、権限移譲練習制御を実行する。この練習制御部４５が実行する権限移譲練習制御と
は、自動運転の制御の全部又は一部の停止であって、自動運転可否判断部４１ｂにより自
動運転が可能でないと判断された場合に運転者へ権限移譲を行うための制御と同様の制御
である。権限移譲を行うための制御については、公知の制御を採用することができる。
【００４１】
　通知制御部４６は、前記車両の搭乗者に対して情報を通知可能に構成された通知装置、
即ちオーディオ２７及び表示機２８に、様々な情報の通知を実行させる。通知制御部４６
は、実行通知部４６ａ、終了通知部４６ｂ、表示制御部４６ｃとして機能する。
【００４２】
　実行通知部４６ａは、権限移譲練習制御を開始することの通知である開始通知、及び、
権限移譲練習制御の実行中であることの通知である実行通知を実行させる。
　終了通知部４６ｂは、権限移譲練習制御以外の理由により自動運転制御部４１による自
動運転が終了することの通知である終了通知を実行させる。
【００４３】
　表示制御部４６ｃは、表示機２８に習熟度を表示させる。習熟度は、図示しないタッチ
パネル等に対して、搭乗者が習熟度を表示させる入力操作を実行したときに表示される。
　記憶制御部４７は、権限移譲練習において、開始通知が通知されてから権限が移譲され
るまでに掛かった時間である権限移譲時間ｔを、情報を記憶可能な記憶領域を構成する記
憶装置であるメモリ３２に記憶させる。権限移譲時間ｔが、時間情報に相当する。
【００４４】
　変更部４８は、車両の搭乗者による入力操作を受けて習熟度を変更する。車両の搭乗者
は、習熟度を上昇させることにより、権限移譲練習制御の実行が抑制されるように設定し
たり、習熟度を下降させることにより、権限移譲練習制御が行われるように、又はその頻
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度を上げるように設定したりすることができる。
【００４５】
　動作検出部４９は、車両の運転者が行う当該車両の運転以外の動作のうち、予め定めら
れた所定動作を検出する。
　［１－２．自動運転制御ＥＣＵによる制御］
　本実施形態の運転制御システム１では、自動運転制御ＥＣＵ２９は、権限移譲練習に関
する制御と、権限移譲練習の結果に基づいて権限移譲練習以外のとき自動運転の終了の通
知のタイミングを変化させる制御と、を実行する。
【００４６】
　［１－２－１．権限移譲練習に関する制御］
　＜メイン処理＞
　自動運転制御ＥＣＵ２９のＣＰＵ３１が実行するメイン処理について、図３のフローチ
ャートを用いて説明する。本処理は、自動運転制御部４１により自動運転が開始され、一
定期間経過したときに実行される。
【００４７】
　まずＳ１では、ＣＰＵ３１は、周辺環境情報を、上述した情報取得部を構成する各セン
サや通信機から読み込む。
　Ｓ２では、ＣＰＵ３１は、メモリ３２から習熟度を読み込む。
【００４８】
　Ｓ３では、ＣＰＵ３１は、権限移譲練習を行わせるか否か、即ち権限移譲練習制御を行
うか否かを判定する。このＳ１～Ｓ３の処理は、上述した状況判定部４２、習熟度取得部
４３、練習判定部４４による処理である。このＳ３では、周辺環境情報に基づいて権限移
譲練習制御に適した状況であると判定され、かつ、習熟度が１００でない項目があるなら
ば、権限移譲練習制御を実行すると判定する。なお、習熟度に応じて状況判定部４２の判
定基準を変更してもよい。例えば、習熟度が高い場合には、周辺に車両が存在したり、操
舵操作が細かく必要であったりするなど、比較的複雑な運転操作や状況確認が必要となる
状況で権限移譲練習制御が実行されるように構成されていてもよい。
【００４９】
　このＳ３にて、権限移譲練習制御を行うと判定されていれば、処理がＳ４に移行する。
一方、権限移譲練習制御を行うと判定されていなければ、本処理が終了する。
　Ｓ４では、ＣＰＵ３１は、権限移譲練習処理を行う。権限移譲練習処理の詳細は後述す
る。
【００５０】
　Ｓ５では、ＣＰＵ３１は、練習終了処理を行う。練習終了処理の詳細は後述する。この
Ｓ５の後、本処理を終了する。
　＜権限移譲練習処理＞
　自動運転制御ＥＣＵ２９のＣＰＵ３１が実行する権限移譲練習処理について、図４のフ
ローチャートを用いて説明する。本処理は、図３のメイン処理のＳ４にて開始される。
【００５１】
　Ｓ１１では、ＣＰＵ３１は、権限移譲練習制御を開始し、またその開始を運転者に通知
する開始通知を行う。具体的には、権限移譲練習制御を実行する項目に応じて、表示機２
８に、図５に示される通知画像１０１～１０３のいずれか１つ以上を表示させるとともに
、オーディオ２７にて権限移譲練習を開始する旨を音声で出力させる。
【００５２】
　Ｓ１２では、ＣＰＵ３１は、権限移譲練習制御の実行中であることの通知である実行通
知と、権限移譲後に自動運転が停止することの運転者への通知と、を行う。具体的には、
表示機２８に、図６に示される通知画像１０４～１０７のいずれか１つを表示させるとと
もに、オーディオ２７を用いて音声による通知を行う。
【００５３】
　Ｓ１３では、ＣＰＵ３１は、運転者が権限移譲操作をしたことが検知されたか否かを判
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定する。ここでは、権限移譲練習を行う項目について、運転者が運転操作を可能な状態で
ある上述した運転可能状態となったか否かを判定する。例えば、操作状態検出センサ群１
７により、運転者がハンドル２４を握った状態となったことや、運転者がアクセルペダル
２３ａやブレーキペダル２３ｂを踏み込んだこと、などが検出された時に、運転可能状態
であると判定する。なお、権限移譲時間ｔは、Ｓ１１の開始通知から上述した権限移譲操
作の検知までの時間である。
【００５４】
　このＳ１３にて、運転者が権限移譲操作をしたことを検知したと判定された場合は、処
理がＳ１４に移行する。一方、運転者が権限移譲操作をしたことを検知したと判定されな
かった場合は、処理がＳ２０に移行する。
【００５５】
　Ｓ１４では、ＣＰＵ３１は、権限移譲時間ｔが加点評価時間ＴＬよりも短いか否かを判
定する。加点評価時間ＴＬとは、習熟度を加点する評価の基準となる時間である。権限移
譲時間ｔが加点評価時間ＴＬよりも短ければ、処理がＳ１５に移行する。一方、権限移譲
時間ｔが加点評価時間ＴＬよりも短くなければ、処理がＳ１７に移行する。
【００５６】
　Ｓ１５では、ＣＰＵ３１は、メモリ３２から、Ｓ１１にて実行した権限移譲練習制御に
対応する項目の習熟度を読み出す。
　Ｓ１６では、ＣＰＵ３１は、Ｓ１５にて読み出した習熟度に加点を行う。加点の値は固
定の値であってもよいし、権限移譲時間ｔに応じて変化する値でもよい。例えば、加点量
Ｐ＋を、予め決定された計数Ｋ＋を用いて、Ｐ＋＝Ｋ＋×（ＴＬ－ｔ）とすることが考え
られる。このＳ１６の後、処理がＳ２４に移行する。
【００５７】
　Ｓ１７では、ＣＰＵ３１は、権限移譲時間ｔが減点評価時間ＴＨよりも長いか否かを判
定する。減点評価時間ＴＨとは、習熟度を減点する評価の基準となる時間であって、“加
点評価時間ＴＬ≦減点評価時間ＴＨ”として設定される。権限移譲時間ｔが減点評価時間
ＴＨよりも長ければ、処理がＳ１８に移行する。一方、権限移譲時間ｔが減点評価時間Ｔ

Ｈよりも長くなければ、処理がＳ２５に移行する。
【００５８】
　Ｓ１８では、ＣＰＵ３１は、メモリ３２から、Ｓ１１にて実行した権限移譲練習制御に
対応する項目の習熟度を読み出す。
　Ｓ１９では、ＣＰＵ３１は、Ｓ１８にて読み出した習熟度に減点を行う。減点の値は固
定の値であってもよいし、権限移譲時間ｔに応じて変化する値でもよい。例えば、減点量
Ｐ－を、予め決定された計数Ｋ－を用いて、Ｐ－＝Ｋ－×（ｔ－ＴＨ）とすることが考え
られる。このＳ１９の後、処理がＳ２４に移行する。
【００５９】
　Ｓ２０では、ＣＰＵ３１は、権限移譲時間ｔが練習継続時間ＴＥを経過したか否かを判
定する。練習継続時間ＴＥとは、権限移譲練習制御を継続する時間であり、この時間を過
ぎると権限移譲練習を終了する。練習継続時間ＴＥは、“減点評価時間ＴＨ＜練習継続時
間ＴＥ”として設定される。権限移譲時間ｔが練習継続時間ＴＥを経過していれば、処理
がＳ２２に移行する。一方、権限移譲時間ｔが練習継続時間ＴＥを経過していなければ、
処理がＳ２１に移行する。
【００６０】
　Ｓ２１では、時間経過を伴って処理がＳ１３に戻る。
　Ｓ２２では、ＣＰＵ３１は、メモリ３２から、Ｓ１１にて実行した権限移譲練習制御に
対応する項目の習熟度を読み出す。
【００６１】
　Ｓ２３では、ＣＰＵ３１は、Ｓ２２にて読み出した習熟度に減点を行う。なお、Ｓ２３
にて行われる減点よりも、Ｓ１９にて行われる減点の方が小さくなるように設定されてい
てもよい。
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【００６２】
　Ｓ２４では、ＣＰＵ３１は、Ｓ１６、Ｓ１９、Ｓ２３にて加点又は減点した習熟度をメ
モリ３２に書き込む。これにより、習熟度が向上又は減少したこととなる。
　Ｓ２５では、ＣＰＵ３１は、権限移譲時間ｔを、権限移譲練習の項目ごとにメモリ３２
に書き込む。メモリ３２には、過去の権限移譲練習による権限移譲時間ｔも記憶されてお
り、これらの情報に基づいて、項目ごとに運転者の権限移譲時間ｔの平均値や変化量を取
得することができる。
【００６３】
　＜練習終了処理＞
　自動運転制御ＥＣＵ２９のＣＰＵ３１が実行する練習終了処理について、図７のフロー
チャートを用いて説明する。本処理は、図３のメイン処理のＳ５にて開始される。
【００６４】
　Ｓ３１では、ＣＰＵ３１は、権限移譲練習制御により自動運転が停止したことを、表示
機２８、オーディオ２７を用いて通知する。
　Ｓ３２では、ＣＰＵ３１は、権限移譲練習制御によって停止した自動運転を再開させる
目的で、自動運転開始スイッチをオンとするように運転者に通知する。例えば、ＣＰＵ３
１は、表示機２８に、図８に示される通知画像１１１、１１２のいずれか１つ以上を表示
させるとともに、オーディオ２７に、自動運転開始スイッチを操作するよう音声により案
内させる。運転者が、車両内に配置される図示しない自動運転開始スイッチをオンとする
と、操作状態検出センサ群１７によりその操作が検出される。
【００６５】
　Ｓ３３では、ＣＰＵ３１は、運転者により自動運転開始スイッチをオンとされたことが
検出されたか否かを判定する。上述した操作が検出されたときは、処理がＳ３４に移行す
る。一方、上述した操作が検出されなかったときは、処理がＳ３５に移行する。
【００６６】
　Ｓ３４では、ＣＰＵ３１は、自動運転制御部４１による自動運転を開始する。その後、
本処理を終了する。
　Ｓ３５では、ＣＰＵ３１は、Ｓ３２において通知を行ってから所定時間経過したか否か
を判定する。所定時間経過していれば、自動運転を開始することなくＳ３２の通知を終了
し、本処理を終了する。また、所定時間経過していなければ、処理がＳ３３に戻る。
【００６７】
　［１－２－２．自動運転の終了の通知のタイミングを変化させる制御］
　＜自動運転終了処理＞
　自動運転制御ＥＣＵ２９のＣＰＵ３１が実行する自動運転終了処理について、図９のフ
ローチャートに基づいて説明する。
【００６８】
　Ｓ４１では、ＣＰＵ３１は、メモリ３２から権限移譲練習の結果である権限移譲時間ｔ
の履歴を読み出す。
　Ｓ４２では、ＣＰＵ３１は、センサ認識精度の閾値である第１閾値を決定する。この第
１閾値は、上述した（ｉ）のケースで自動運転を停止する場合に用いられる閾値であって
、本実施形態ではカメラ１１の認識精度の閾値である。
【００６９】
　なお、上述したセンサ認識精度を、カメラ１１の認識精度に変えて、レーザーレーダー
１３やミリ波レーダー１２の距離精度、ＧＰＳ受信機の測位精度や補足した衛星数などを
閾値としてもよい。
【００７０】
　このＳ４２では、権限移譲時間ｔが長い運転者、つまり権限移譲に時間の掛かる運転者
に対しては、通常よりも早めに運転者に権限移譲の報知を行うように第１閾値を設定する
。たとえば、通常はカメラ１１の認識精度が６０％まで低下したときに権限移譲の報知が
行われるところを、権限移譲時間ｔの長い運転者に対しては、認識精度が８０％になった
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時点で権限移譲の報知を行うように設定される。
【００７１】
　練習時の権限移譲時間ｔは、過去に取得された複数の権限移譲時間ｔの平均を用いるこ
とができる。また、過去の履歴それぞれに重みを付けて、例えば直近の権限移譲時間が重
視されるようにしてもよい。
【００７２】
　権限移譲時間ｔに基づいて第１閾値を決定する方法は特に制限は無いが、例えば、あら
かじめ用意されたマップまたは関数を用いて決定することができる。関数は権限移譲時間
が長いほど閾値が大きくなるような、一次関数、二次関数、指数関数等とすることができ
る。
【００７３】
　なお、権限移譲時間ｔのばらつきにより、第１閾値を調整してもよい。具体的には、過
去の権限移譲時間ｔの分散から、閾値への加算量を算出することができる。加算量は上記
閾値の決定方法と同様、権限移譲時間の分散が大きいほど大きくなる関数またはマップを
使用することができる。
【００７４】
　Ｓ４３では、ＣＰＵ３１は、自動運転停止までの時間の閾値である第２閾値を決定する
。この第２閾値は、上述した（ｉｉ）のケースで自動運転を停止する場合に用いられる閾
値である。自動運転停止までの時間とは、自動運転が停止する地点までの到達予想時間と
言い換えることができる。この時間は、自動運転を停止する地点までの距離、走行速度、
道路状況などに基づいて決定される。
【００７５】
　このＳ４３では、権限移譲時間ｔが長い運転者に対しては、到達予想時間が大きく余裕
がある状態で権限移譲の報知が行われるように第２閾値が設定される。第２閾値を設定す
るためには、Ｓ４２と同様に、関数やマップを用いることができる。
【００７６】
　なお上述した第２閾値は、車両の位置から自動運転が終了する地点までの距離の閾値で
あってもよい。
　Ｓ４４では、ＣＰＵ３１は、上述した（ｉｉｉ）のケースによる自動運転の終了を検知
されたか否かを判定する。上述した（ｉｉｉ）のケースでの自動運転の終了が検知された
ならば、処理がＳ４７に移行する。一方、そのような検知がされていなければ、処理がＳ
４５に移行する。
【００７７】
　Ｓ４５では、ＣＰＵ３１は、カメラ１１の認識精度が、Ｓ４２にて設定された第１閾値
を下回ったか否かを判定する。第１閾値を下回ったと判定された場合は、処理がＳ４７に
移行する。一方、上記閾値を下回ったと判定されていない場合は、処理がＳ４６に移行す
る。
【００７８】
　Ｓ４６では、ＣＰＵ３１は、自動運転停止までの残り時間が、Ｓ４３にて設定された閾
値を下回ったか否かを判定する。上記閾値を下回ったと判定された場合は、処理がＳ４７
に移行する。一方、上記閾値を下回ったと判定されていない場合は、処理がＳ４４に戻る
。
【００７９】
　Ｓ４７では、ＣＰＵ３１は、表示機２８やオーディオ２７を用いて、自動運転が終了す
ることの通知である終了通知を行う。この終了通知では、自動運転が終了する旨が通知さ
れ、運転者に運転操作を開始するよう案内される。その後、本処理を終了する。
【００８０】
　このように、終了通知のタイミングは、権限移譲時間ｔに応じて設定される第１閾値、
第２閾値により変化する。言い換えると、権限移譲時間ｔに基づいて設定されるタイミン
グにて、終了通知が実行される。



(12) JP 6733293 B2 2020.7.29

10

20

30

40

50

【００８１】
　なおＳ４７の後、自動運転制御部４１は、運転者に権限移譲を行うが、可能な範囲で自
動運転を継続するように構成されていてもよい。例えば、一部の機能については自動運転
制御部４１による制御を継続しても良い場合には、その機能については停止のタイミング
を遅らせてもよいし、停止をしなくてもよい。
【００８２】
　具体例としては、自動運転によるレーンチェンジを実現するためのセンサであるレーザ
ーレーダー１３が故障した場合であっても、前方を監視するカメラ１１が正常に動作して
いる場合には、レーン内を走行する機能は維持できる。よって、レーン内を走行する機能
については作動する時間を延長し、その間に運転者に権限移譲を行うように構成すること
ができる。
【００８３】
　［１－３．効果］
　以上詳述した第１実施形態によれば、以下の効果が得られる。
　（１ａ）運転制御システム１は、権限移譲練習制御を行うことにより、運転者の権限移
譲に対する慣れを促進することができる。よって、自動運転を終了するときに、運転者に
、安全かつスムーズに権限移譲を行わせることができる。
【００８４】
　（１ｂ）権限移譲練習制御は、比較的安全な状況であることを前提として実行される。
よって、運転者は落ち着いて権限移譲練習を行うことができる。
　（１ｃ）運転者には、権限移譲の練習であることが通知される。そのため、運転者が、
車両のトラブルや走行経路に問題が発生したために権限移譲が行われると誤解をしてしま
うことが抑制され、落ち着いて権限移譲練習を行うことができる。
【００８５】
　（１ｄ）権限移譲練習の結果は、習熟度として記憶されるため、運転者は自身の習熟度
を把握することができ、また運転制御システム１は不要な権限移譲練習の実行を抑制でき
る。
【００８６】
　（１ｅ）メモリ３２に記憶された権限移譲時間ｔに基づいて、終了通知を実行するタイ
ミングが決定されるため、運転者の技量に応じたタイミングで終了通知を実行することが
できる。
【００８７】
　［２．第２実施形態］
　［２－１．第１実施形態との相違点］
　第２実施形態は、基本的な構成は第１実施形態と同様であるため、共通する構成につい
ては説明を省略し、相違点を中心に説明する。なお、第１実施形態と同じ符号は、同一の
構成を示すものであって、先行する説明を参照する。
【００８８】
　［２－２．自動運転制御ＥＣＵによる制御］
　第１実施形態においては、状況判定部４２の判定結果と、習熟度が１００であるか否か
と、に基づいて権限移譲練習制御を実行するか否かを判定する構成を例示したが、第２実
施形態では、運転者によるセカンダリタスクの有無を勘案して権限移譲練習制御を行うか
否かを判定する。
【００８９】
　セカンダリタスクとは、運転者が行う運転操作以外の動作であって、動作検出部４９に
より検出される。このセカンダリタスクが、所定動作に相当する。本実施形態ではセカン
ダリタスクを２つに分類している。
【００９０】
　１つ目は、通常の運転操作中にも行えるレベルの動作である。例えば、カーナビゲーシ
ョンシステムの操作、エアコンの操作、オーディオの操作、片手での飲食などが該当する
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。以下、これらの操作を、低負荷のセカンダリタスクとも記載する。
【００９１】
　２つ目は、自動運転が実行されている場合にのみ起こりうる、運転者が目線や集中力を
運転以外に向けている動作である。例えば、携帯電話などの携帯型端末の操作、読書など
が該当する。以下、これらの操作を、高負荷のセカンダリタスクとも記載する。
【００９２】
　＜メイン処理＞
　次に、第２実施形態の自動運転制御ＥＣＵ２９が、第１実施形態のメイン処理に代えて
実行するメイン処理について、図１０のフローチャートを用いて説明する。なお本処理は
、図３のメイン処理と比較して、Ｓ２に変えてＳ６１の処理が行われる点と、Ｓ３に変え
てＳ６２の処理が行われる点と、が相違する。
【００９３】
　Ｓ６１では、ＣＰＵ３１は、権限移譲練習実行判定処理を行う。本処理では、詳細は後
述するが、習熟度及びセカンダリタスクに基づいて、権限移譲練習の実行を許可するとい
う判断がされれば、実行フラグが立てられる。その後、処理がＳ６２に移行する。
【００９４】
　Ｓ６２では、ＣＰＵ３１は、権限移譲練習を行わせるか否か、即ち権限移譲練習制御を
実行するか否かを判定する。ここでは、Ｓ１に手取得した周辺環境情報に基づいて、状況
判定部４２により権限移譲練習に適した状況であると判定され、かつ、Ｓ６１にて実行フ
ラグが立てられていれば、権限移譲練習制御を実行すると判定する。このＳ６２にて、権
限移譲練習を実行すると判定されていれば、処理がＳ４に移行する。一方、権限移譲練習
を実行すると判定されていなければ、本処理が終了する。
【００９５】
　＜権限移譲練習実行判定処理＞
　自動運転制御ＥＣＵ２９のＣＰＵ３１が実行する権限移譲練習実行判定処理について、
図１１のフローチャートに基づいて説明する。本処理は、図１０のメイン処理のＳ６１に
て開始される。
【００９６】
　Ｓ７１では、ＣＰＵ３１は、メモリ３２から、権限移譲練習制御のいずれかの項目の習
熟度を読み出す。
　Ｓ７２では、ＣＰＵ３１は、習熟度が低いか否かを判定する。例えば、習熟度が０～２
０の範囲にあれば、習熟度が低いと判定される。習熟度が低いと判定されれば、処理がＳ
７３に移行する。一方、習熟度が低いと判定されなければ、処理がＳ７５に移行する。
【００９７】
　Ｓ７３では、ＣＰＵ３１は、運転者がセカンダリタスクを実行中か否かを判定する。低
負荷又は高負荷のセカンダリタスクを実行中であれば、実行フラグを立てずに、本処理を
終了する。セカンダリタスクを実行中でなければ、処理がＳ７４に移行する。
【００９８】
　Ｓ７４では、ＣＰＵ３１は、実行フラグを立てる。その後、本処理を終了する。
　Ｓ７５では、ＣＰＵ３１は、習熟度が高いか否かを判定する。例えば、習熟度が７０～
１００の範囲にあれば習熟度が高いと判定される。習熟度が高いと判定されれば、処理が
Ｓ７７に移行する。一方、習熟度が高いと判定されなければ、処理がＳ７６に移行する。
【００９９】
　Ｓ７６では、ＣＰＵ３１は、運転者が低負荷のセカンダリタスクを実行中か否かを判定
する。運転者が低負荷のセカンダリタスクを実行中と判定されれば、処理がＳ７４に移行
する。一方、運転者が低負荷のセカンダリタスクを実行中と判定されなければ、本処理を
終了する。
【０１００】
　Ｓ７７では、ＣＰＵ３１は、運転者が高負荷のセカンダリタスクを実行中か否かを判定
する。運転者が高負荷のセカンダリタスクを実行中と判定されれば、処理がＳ７４に移行
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する。一方、運転者が高負荷のセカンダリタスクを実行中と判定されなければ、本処理を
終了する。
【０１０１】
　すなわち、この実行判定処理では、習熟度が低い場合には、セカンダリタスクを実行し
ていないときに実行フラグを立て、習熟度が中程度の場合には、低負荷のセカンダリタス
クを実行しているときに実行フラグを立て、習熟度が高い場合には、高負荷のセカンダリ
タスクを実行しているときに実行フラグを立てる。よって、習熟度から想定される運転者
の技量が高いほど、迅速な運転操作の開始が難しい状況で権限移譲練習が開始されること
となる。
【０１０２】
　［２－３．効果］
　以上詳述した第２実施形態によれば、前述した第１実施形態の効果（１ａ）～（１ｅ）
に加え、以下の効果が得られる。
【０１０３】
　（２ａ）運転制御システム１は、習熟度に応じたセカンダリタスクを実行している場合
に権限移譲練習制御を実行するため、運転者の技量に合わせた適切な負荷の練習を実行す
ることができる。
【０１０４】
　［３．他の実施形態］
　以上、本発明を実施するための形態について説明したが、本発明は上述の実施形態に限
定されることなく、種々変形して実施することができる。
【０１０５】
　（３ａ）上記第１実施形態では、周辺環境情報と、習熟度と、に基づいて権限移譲練習
制御を実行するか否かを判定する構成を例示し、第２実施形態では、さらにセカンダリタ
スクを考慮して判定する構成を例示した。
【０１０６】
　しかしながら、権限移譲練習制御を開始するための条件、即ち、練習判定部４４が権限
移譲練習制御を開始すると判定するための条件は、各実施形態にて例示された条件に限定
されることはなく、例示された条件の一部のみを権限移譲練習制御を開始するための条件
としてもよいし、他の別の条件も満たすことが必要であってもよい。
【０１０７】
　例えば、第１実施形態において、状況判定部４２により周辺環境情報に基づいて権限移
譲練習に適した状況であると判定されたことのみに基づいて権限移譲練習制御を行うか否
かを判断したり、習熟度の値のみに基づいて判断したりする構成であってもよい。また、
第２実施形態において、習熟度を考慮せずに、動作検出部４９により検出されるセカンダ
リタスクの有無のみに基づき実行フラグを立てるように構成されていてもよい。
【０１０８】
　また、周辺環境情報、習熟度、セカンダリタスクのいずれも考慮せず、別の条件のみで
権限移譲練習制御が実行される構成であってもよい。また、運転者による権限移譲練習を
開始するための入力操作、例えばスイッチ操作に基づいて、権限移譲練習制御が実行され
る構成であってもよい。
【０１０９】
　また、習熟度の高い運転者は、権限移譲練習を行う条件を設定できるように構成されて
いてもよい。例えば、運転者の習熟度が高い場合は、高負荷のセカンダリタスク（以下、
高負荷）、低負荷のセカンダリタスク（以下、低負荷）、セカンダリタスクなし（以下、
負荷なし）の中から権限移譲練習を行う条件を設定できるように構成されていてもよい。
【０１１０】
　また運転者の習熟度が中程度の場合は、低負荷、負荷なし、の中から権限移譲練習を行
う条件を設定でき、運転者の習熟度が低い場合は、負荷なし、のみが選択可能であるよう
に構成されていてもよい。
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【０１１１】
　（３ｂ）運転制御システム１が、運転者を個人ごとに区別して、習熟度を記憶したり、
習熟度に基づく権限移譲練習制御を実行したりするように構成されていてもよい。運転者
の区別は、運転制御システム１の有する各種センサに基づいて判断する構成であってもよ
いし、運転者による入力操作によって区別される構成であってもよい。
【０１１２】
　（３ｃ）上記各実施形態では、自動運転制御部４１による自動運転が実行されていると
きに自動運転を全て停止する権限移譲練習制御が行われる構成を例示した。しかしながら
、自動運転の一部を停止して、その停止した制御についてのみ権限移譲練習制御が行われ
るように構成されていてもよい。例えば、自動運転制御部４１は、車速制御、制動制御、
操舵制御を実行するが、これらのうちの１つ又は２つに対応する運転操作を運転者に切り
換える権限移譲練習を運転者に行わせることが考えられる。
【０１１３】
　（３ｄ）上記各実施形態では、車速制御、制動制御、操舵制御が実行されているとき、
即ち運転者による運転操作を必要としない完全自動運転が実行されている場合に権限移譲
練習制御が行われる構成を例示した。しかしながら、一部の運転操作を運転者が行う部分
的な自動運転が実行されている場合に、権限移譲練習制御が行われるように構成されてい
てもよい。つまり、本発明における自動運転とは、完全な自動運転と、部分的な自動運転
と、を含む。
【０１１４】
　具体的には、上述した各制御のうちの１つ又は２つに対応する運転操作をそもそも運転
者が行っている状態で、運転者の行っていない運転操作に対応する制御を停止する権限移
譲練習制御が行われるように構成することができる。
【０１１５】
　（３ｅ）上記各実施形態では、開始通知及び実行通知の両方が実行される構成を例示し
たが、いずれか一方であってもよい。
　（３ｆ）習熟度の形式は、上記各実施形態に例示したものに限定されない。例えば、習
熟度は項目別に分けられておらず、運転者に対して１つのパラメータのみが与えられるも
のであってもよいし、習熟度は走行環境などに応じてさらに詳細に区分されていてもよい
。
【０１１６】
　（３ｇ）上記各実施形態では、メモリ３２に記憶される権限移譲時間ｔに基づいて、終
了通知が実行されるタイミングが変化する構成を例示したが、権限移譲練習制御が開始さ
れてから運転権限が運転者へ移譲されるまでの時間に関する情報であれば、権限移譲時間
ｔ以外のパラメータや情報を用いてもよい。例えば、運転権限が運転者へ移譲されるまで
の時間に応じた複数段階の評価を用いることが考えられる。
【０１１７】
　また、権限移譲時間ｔは、運転者が運転操作を行うことができる状態になるまでの早さ
を示す時間であれば、開始通知から権限移譲操作の検知までの時間でなくともよい。
　（３ｈ）運転者や搭乗者に通知を行う装置は、オーディオ２７及び表示機２８に限定さ
れない。例えば、図示しないランプ、シート２５に備えられた図示しないアクチュエータ
やエアコン２６が動作することで運転者等に権限移譲練習の開始などを通知するように構
成されていてもよい。
【０１１８】
　（３ｉ）上記各実施形態における１つの構成要素が有する機能を複数の構成要素に分担
させたり、複数の構成要素が有する機能を１つの構成要素に発揮させたりしてもよい。ま
た、複数の構成要素が有する複数の機能を、１つの構成要素によって実現したり、複数の
構成要素によって実現される１つの機能を、１つの構成要素によって実現したりしてもよ
い。また、上記実施形態の構成の一部を省略してもよい。また、上記実施形態の構成の少
なくとも一部を、他の上記実施形態の構成に対して付加又は置換してもよい。なお、特許
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請求の範囲に記載した文言のみによって特定される技術思想に含まれるあらゆる態様が本
発明の実施形態である。
【０１１９】
　（３ｊ）上述した自動運転制御ＥＣＵ２９の他、当該自動運転制御ＥＣＵ２９を構成要
素とする運転制御システム１、当該自動運転制御ＥＣＵ２９としてコンピュータを機能さ
せるためのプログラム、このプログラムを記録した半導体メモリ等の非遷移的実態的記録
媒体、練習実行方法など、種々の形態で本発明を実現することもできる。
【符号の説明】
【０１２０】
２９…自動運転制御ＥＣＵ、４１…自動運転制御部、４５…練習制御部
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